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告公土保包 毎

第 号

委
託
に
係
る
公
金
の
種
類

山
口
県
立
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ

委
託
に
係
る
事
務
の
範
囲

告

口
県
告
示
第
二
百
六
号

方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年

の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

告地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
届
出

南
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区
の
変
更

南
都
市
計
画
市
場
の
変
更
に
係
る
図

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

目

次

示金
の
収
納
の
事
務
の
委
託
（
医
務
保

地
改
良
区
定
款
変
更
の
認
可
（
農
村

安
林
予
定
森
林
（
秋
芳
町
）
（
森
林

括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
（
監
査
委

週
火
・
金
曜
日
発
行

ー
の
診
療
料
そ
の
他
患
者
負
担

示

法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三

託
し
た
。

山
口
県
知

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計

書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）
…

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

険
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

員
事
務
局
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…金 十

三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在

美
祢
郡
秋
芳
町
大
字
青
景

二
九
の
五
四
、
大
字
嘉
万
字

三
四
の
二
、
五
三
四
の
八
、

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

岩
国
市
灘
土
地
改
良
区

山
口
県
告
示
第
二
百
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

山
口
県
告
示
第
二
百
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

土
地
改
良
区
の
名
称

日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民

定
す
る
休
日
及
び
十
二
月
二

日
の
午
前
零
時
か
ら
午
前
八

お
け
る
一
に
掲
げ
る
公
金
の

三

委
託
を
受
け
た
者
の
名
称

株
式
会
社
白
清
社

宇
部

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
秋

場
所

字
大
谷
西
平
三
二
九
の
一
四
、
三

植
山
五
〇
六
、
五
二
一
の
一
、
五

五
三
七
、
字
山
ノ
奥
五
四
一
の
一

平
成
一
九
、

四

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五

予
定
で
あ
る
。

山
口

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

と
お
り
認
可
し
た
。

山
口

認

可

年

月

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま

時
三
十
分
ま
で
及
び
午
後
五
時
十

収
納
の
事
務

及
び
所
在
地

市
大
字
東
岐
波
字
大
石
一
六
九
七

一

芳
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

二
九
の
一
五
、
三
二
九
の
五
三
、

三
二
、
五
三
四
、
五
三
四
の
一
、

、
五
四
二

、
一
〇

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
知
事

二

井

関

成

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土

県
知
事

二

井

関

成

日
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に

で
の
日
並
び
に
こ
れ
ら
の
日
以
外

五
分
か
ら
翌
日
の
午
前
零
時
ま
で

番
地

準 三五 保 地 規のに

告

示



平

一

成 年 月 日 火曜日

（
一土

改
良

山 口

二三四

（定期）県 報

山
地

よ
り

一

第 号

町
役

就
任
し
た
役
員

九
一
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た

基
本
報
酬
の
額
に
執
務
日
数
及
び

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た

森
永

敏
夫

光
市
上
島
田
二
丁

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た

各
月
ご
と
の
概
算
払

公

口
県
告
示
第
二
百
九
号

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

、
次
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始

平
成
十
九
年
四
月
一
日

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

名
及
び
住
所
の
届
出

第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第

及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し

山
口
県
知

者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す

実
費
を
考
慮
し
て
算
定
し
た
額

者
の
氏
名
及
び
住
所

目
三
番
七
号

者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す

告

第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二

約
を
締
結
し
た
。

山
口
県
知

期 と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

。
）

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

た
。

事

二

井

関

成

る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

を
加
算
す
る
方
法

る
費
用
の
支
払
方
法

条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

事

二

井

関

成

水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
秋
芳

〃 〃〃〃岩
国
市
灘
土
地
改
良
区

〃〃〃〃 岩
国
市
川
下
土
地
改
良
区

〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃〃〃〃
土
地
改
良
区
の
名
称

岩
国
市
愛
宕
土
地
改
良
区

〃〃〃〃〃

〃

棚
田

等

〃

監

事

宮
崎

進

〃

〃

藤
本

久
雄

〃

〃

石
崎

栄
一

〃

理

事

村
河

多
丸

〃

〃

土
井

忠
臣

〃

〃

廣
中

武
夫

〃

〃

沖

俊
生

〃

〃

村
重

通
孝

〃

理

事

廣
田

和
夫

〃

〃

高
橋

巌

〃

〃

村
岡

和
夫

〃

〃

三
国

歳
明

〃

〃

秋
山

悦
治

〃

〃

冨
田

悟

〃

〃

藤
村

常
夫

〃

〃

為
重

正

〃

〃

中
川

正

〃

〃

野
坂

保

〃

〃

沖
中

壮

〃

〃

中
村

宏
之

〃

〃

平
本

操

〃

監

事

冨
岡

安
治

〃

〃

藤
上

正

〃

〃

沖
中

福
美

〃

〃

平
永

雄
三

〃

理
事

監
事
の
別

氏

名

住

理

事

神
村

章
男

岩
国

〃

村
本

忠
夫

〃

〃

廣
末

茂
生

〃

〃

藤
本

忠

〃

〃

山
縣

康
男

〃

〃

沖
廣

栄
一

〃

青
木
町
二
丁
目
一
四
番
四
三
号

楠
町
二
丁
目
九
番
一
九
号

車
町
三
丁
目
一
七
番
六
二
号

旭
町
二
丁
目
一
二
番
一
九
号

保
津
町
一
丁
目
二
四
番
三
〇
号

〃

二
七
番
四
号

藤
生
町
一
丁
目
一
二
番
一
三
号

南
岩
国
町
四
丁
目
七
四
番
二
号

海
土
路
町
二
丁
目
六
番
四
号

川
下
町
二
丁
目
二
番
一
一
号

車
町
二
丁
目
一
四
番
一
五
号

楠
町
二
丁
目
一
一
番
二
二
号

中
津
町
二
丁
目
三
番
三
七
号

〃

五
番
一
六
号

車
町
二
丁
目
三
番
三
七
号

川
下
町
一
丁
目
七
番
二
二
号

川
下
町
三
丁
目
五
番
三
〇
号

南
岩
国
町
一
丁
目
二
四
番
五
七

南
岩
国
町
五
丁
目
四
三
番
二
一

尾
津
町
五
丁
目
六
番
二
六
号

門
前
町
一
丁
目
二
番
五
号

門
前
町
四
丁
目
一
番
二
五
号

尾
津
町
二
丁
目
七
番
二
五
号

牛
野
谷
町
三
丁
目
二
七
番
四
号

尾
津
町
三
丁
目
一
四
番
四
三
号

門
前
町
二
丁
目
三
四
番
一
七
号

所

市
尾
津
町
一
丁
目
五
番
五
号

南
岩
国
町
一
丁
目
三
三
番
一
〇

門
前
町
一
丁
目
九
番
一
一
号

尾
津
町
二
丁
目
一
一
番
六
号

尾
津
町
三
丁
目
五
番
三
九
号

尾
津
町
五
丁
目
一
番
八
号

二

号号 号

公

告



平成

〃〃〃

年 月 日 火曜日

〃〃〃〃岩〃〃〃

山 口 県

〃〃〃〃〃〃〃〃

（定期）報

〃〃
二

岩〃〃

第 号

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃 監〃〃〃

国
市
川
下
土
地
改
良
区

理〃〃〃 〃〃〃〃〃〃〃〃 〃〃

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
監
事
の

国
市
愛
宕
土
地
改
良
区

理〃〃 〃〃〃〃〃〃監

秋
山

悦
治

〃

〃

冨
田

悟

〃

車

藤
村

常
夫

〃

川

事

高
崎

守

〃

門

沖
中

福
美

〃

尾

藤
上

正

〃

牛

瀬
戸

康
雄

〃

尾

事

廣
田

和
夫

〃

川

高
橋

巌

〃

車

原
田

健
一

〃

楠

三
国

歳
明

〃

中

藤
本

忠

〃

尾

山
縣

康
男

〃

尾

沖
廣

栄
一

〃

尾

沖
中

壮

〃

〃

村
本

忠
夫

〃

南

中
川

正

〃

〃

野
坂

保

〃

南

村
兼

馨

〃

門

倉
重

康
伸

〃

海

木
村

賢

〃

藤

別

氏

名

住

事

神
村

章
男

岩
国
市
尾

多
谷

一
己

〃

門

広
末

茂
生

〃

門

有
村

健
男

〃

南

白
木

常
雄

〃

南

藤
重

益
夫

〃

藤

松
村

克
美

〃

青

藤
中

節
雄

〃

黒

重
廣

弘

〃

藤

事

重
田

安
寿

〃

青

五
番
一
六
号

町
二
丁
目
三
番
三
七
号

下
町
一
丁
目
七
番
二
二
号

前
町
三
丁
目
一
六
番
三
〇
号

津
町
三
丁
目
一
四
番
四
三
号

野
谷
町
三
丁
目
二
七
番
四
号

津
町
四
丁
目
三
番
二
号

下
町
二
丁
目
二
番
一
一
号

町
二
丁
目
一
四
番
一
五
号

町
三
丁
目
一
七
番
一
三
号

津
町
二
丁
目
三
番
三
七
号

津
町
二
丁
目
一
一
番
六
号

津
町
三
丁
目
五
番
三
九
号

津
町
五
丁
目
一
番
八
号

六
番
二
六
号

岩
国
町
一
丁
目
三
三
番
一
〇
号

二
四
番
五
七
号

岩
国
町
五
丁
目
四
三
番
二
一
号

前
町
一
丁
目
二
番
二
号

土
路
町
二
丁
目
二
二
番
七
号

生
町
三
丁
目
二
五
番
一
四
号

所

津
町
一
丁
目
五
番
五
号

前
町
四
丁
目
一
番
一
五
号

前
町
一
丁
目
九
番
一
一
号

岩
国
町
四
丁
目
五
五
番
七
号

岩
国
町
五
丁
目
三
三
番
三
八
号

生
町
五
丁
目
七
番
一
六
号

木
町
四
丁
目
一
〇
番
一
七
号

磯
町
二
丁
目
三
七
番
二
号

生
町
四
丁
目
一
一
番
四
九
号

木
町
二
丁
目
二
一
番
二
一
号

阿
東
町

垰た

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

土
地
改
良
事
業
を
行
っ

た
者
の
名
称
又
は
氏
名

〃〃〃〃〃〃
（
一
九
二
）
土
地
改
良
事
業
の

〃〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃岩
国
市
灘
土
地
改
良
区

〃〃

地
区

め
池
の
整
備

平
成
一
七
、
一
〇

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十

工
事
の
完
了
の
届
出
が
あ
り
ま
し

山
口

事
業
の
名
称

工
事
着
手
時
期

〃

重
廣

弘

〃

監

事

村
河

多
丸

〃

〃

村
重

通
孝

〃

〃

国
重

久
生

〃

〃

木
村

賢

〃

〃

棚
田

等

〃

工
事
の
完
了
の
届
出

〃

沖

俊
生

〃

〃

白
木

洋
雄

〃

〃

倉
重

康
伸

〃

〃

藤
重

益
夫

〃

〃

白
木

常
雄

〃

〃

廣
中

武
夫

〃

〃

木
村

照
夫

〃

〃

松
村

克
美

〃

〃

為
重

正

〃

監

事

宮
崎

進

〃

〃

藤
本

久
雄

〃

〃

石
崎

栄
一

〃

理

事

重
田

安
寿

〃

〃

土
井

忠
臣

〃

〃

村
岡

保

〃

三

、

七

平
成
一
九
、

二
、
二

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

た
。

県
知
事

二

井

関

成

工
事
完
了
時
期

藤
生
町
四
丁
目
一
一
番
四
九
号

保
津
町
一
丁
目
二
四
番
三
〇
号

海
土
路
町
二
丁
目
六
番
四
号

黒
磯
町
三
丁
目
一
六
番
四
〇
号

藤
生
町
三
丁
目
二
五
番
一
四
号

青
木
町
二
丁
目
一
四
番
四
三
号

〃

七
四
番
二
号

南
岩
国
町
三
丁
目
三
五
番
一
七

海
土
路
町
二
丁
目
二
二
番
七
号

藤
生
町
五
丁
目
七
番
一
六
号

南
岩
国
町
五
丁
目
三
三
番
三
八

藤
生
町
一
丁
目
一
二
番
一
三
号

黒
磯
町
二
丁
目
四
〇
番
二
九
号

青
木
町
四
丁
目
一
〇
番
一
七
号

川
下
町
三
丁
目
五
番
三
〇
号

楠
町
二
丁
目
九
番
一
九
号

車
町
三
丁
目
一
七
番
六
二
号

旭
町
二
丁
目
一
二
番
一
九
号

青
木
町
二
丁
目
二
一
番
二
一
号

保
津
町
一
丁
目
二
七
番
四
号

南
岩
国
町
四
丁
目
九
番
二
四
号

八 、 号号



平
成
十

平
成
十

平

関
す

成 年 月 日 火曜日

一二（
一都

山 口

（
一周

る
同

に
規

法
第

（定期）県 報

一二

第 号

（
一周

る
同

条
第

用
す

す
。九

年
四
月
十
七
日
印
刷

九
年
四
月
十
七
日
発
行

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
市
場
南
陽
青
果
市

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

九
五
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

九
四
）
周
南
都
市
計
画
市
場
の
変

南
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

九
三
）
周
南
都
市
計
画
特
別
用
途

南
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定発

行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

告
し
ま
す
。

場場
所

の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十

る
周
南
都
市
計
画
市
場
の
変
更

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条

、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と

山
口
県
知

山
口
県
知

場
所

地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十

る
周
南
都
市
計
画
特
別
用
途
地

送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し

庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事 の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

事

二

井

関

成

し
の
縦
覧

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

区
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま

七
百
円
（
送
料
共
）

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

萩
市
大
字
椿
東
字
西
ケ
迫

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

萩
市
大
字
椿
東
五
〇
〇
〇

学
校
法
人
萩
学
園

山
口

域
の
名
称

住
所
及
び
氏
名

番
地

県
知
事

二

井

関

成

四


